
新
制
度
が
始
ま
る
と
、

後
期
高
齢
者
（
75
歳
以
上
）

は
現
在
加
入
し
て
い
る
国

保
や
健
保
を
脱
退
さ
せ
ら

れ
、
後
期
高
齢
者
だ
け
の

独
立
保
険
に
組
み
入
れ
ら

れ
ま
す
。

保
険
料
額
は
、
今
後
、

条
例
で
都
道
府
県
ご
と
に

決
ま
る
予
定
で
す
が
、
全

国
平
均
で
年
７
万
２
０
０

０
円
（
月
６
０
０
０
円
）

に
な
る
と
政
府
は
試
算
し

て
い
ま
し
た
が
、
広
域
連

合
が
試
算
し
た
結
果
、
現

行
の
国
保
支
払
額
を
大
き

く
上
回
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。

保
険
料
は
所
得
に
よ
る

応
能
負
担
50
％
と
均
等
割

負
担
50
％
で
、
２
年
を
単

位
と
し
て
見
直
し
が
お
こ

な
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
被
扶
養
者
と

し
て
保
険
料
負
担
の
な
か
っ

た
方
も
支
払
い
義
務
が
発

生
し
ま
す
。

徴
収
方
法
は
介
護
保
険

料
と
同
じ
で
、
年
金
が
18

万
円
以
下
は
直
接
徴
収
、

そ
れ
以
外
の
人
は
年
金
か

ら
自
動
天
引
き
。
所
得
の

低
い
人
に
は
国
保
制
度
に

応
じ
た
７
・
５
・
２
割
軽

減
あ
り
と
し
て
い
ま
す
。

く
わ
し
い
資
料
が
手
に

入
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
東

京
23
区
と
広
域
連
合
体
を

組
む
多
摩
地
域
の
市
町
村

で
は
国
保
年
額
負
担
が
９

万
円
（
月
額
７
５
０
０
円
）

の
方
で
新
し
い
制
度
で
は

14
万
８
千
円
（
月
額
１
２

３
３
３
円
）
に
な
る
と
し

て
い
ま
す
。

品
川
区
の
介
護
保
険
料

基
準
額
３
９
０
０
円
と
あ

わ
せ
る
と
、
多
く
の
高
齢

まちの願いを区政にむすぶ 区議団控室５７４２－６８１８

生活・法律相談は区議団控室またはすずらん通り事務所（5462－2133）までお気軽にお電話ください。

７５歳以上の後期高齢者医療制度

保
険
料
取
り
立
て
・
給
付
切
り
捨
て

医
療
格
差
を
許
さ
な
い
運
動
を
！
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来
年
４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

は
、
昨
年
の
医
療
改
悪
法
に
よ
っ
て
導
入
が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

保
険
料
額
が
現
在
支
払
っ
て
い
る
国
保
料
の
２
倍
近
く
な
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
不
安
と
怒
り
の
声
が
広
が
っ
て
い
ま

す
。

月
々
の
負
担
は
１
万
６
千
円
超



者
が
、
毎
月
１
６
０
０
０

円
を
こ
え
る
保
険
料
が

「
天
引
き
」
さ
れ
る
の
で

す
。

保
険
料
が
支
払
え
な
い

時
は
ど
う
な
る
の
か
と
い

う
問
題
も
あ
り
ま
す
。

従
来
、
75
歳
以
上
の
高

齢
者
は
、
障
害
者
や
被
爆

者
な
ど
と
同
じ
く
、
「
保

険
料
を
滞
納
し
て
も
、
保

険
証
を
取
り
上
げ
て
は
な

ら
な
い
」
と
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、
今
回
の
制
度
改

悪
に
よ
り
、
滞
納
者
は
保

険
証
を
取
り
上
げ
ら
れ
、

短
期
保
険
証
・
資
格
証
明

書
を
発
行
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
保
険
料
は
２
年

ご
と
に
改
定
さ
れ
ま
す
が
、

後
期
高
齢
者
の
数
が
増
え

る
の
に
応
じ
て
、
自
動
的

に
保
険
料
が
引
き
あ
が
る

仕
組
み
も
つ
く
ら
れ
て
い

ま
す
。

窓
口
負
担
は
、
「
原
則

１
割
」
と
し
て
い
ま
し
た

が
２
割
負
担
の
論
議
も
出

て
い
ま
す
。
「
現
役
並
み

所
得
者
３
割
」
で
変
わ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
政
府

は
、
後
期
高
齢
者
と
そ
れ

以
下
の
世
代
で
、
病
院
・

診
療
所
に
払
わ
れ
る
診
療

報
酬
（
医
療
の
値
段
）
を

別
建
て
に
し
、
格
差
を
つ

け
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
導
入
さ
れ
る
と
、

後
期
高
齢
者
に
手
厚
い
医

療
を
す
る
病
院
・
診
療
所

ほ
ど
経
営
が
悪
化
す
る
よ

う
に
な
り
、
高
齢
者
は
、

「
粗
悪
医
療
」
「
病
院
追

い
出
し
」
を
せ
ま
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
「
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
」
は
75

歳
以
上
の
高
齢
者
を
他
の

医
療
保
険
か
ら
切
り
離
す

こ
と
で
、
「
保
険
料
値
上

げ
」
か
「
医
療
内
容
の
劣

悪
化
」
か
と
い
う
、
ど
ち

ら
を
と
っ
て
も
痛
み
し
か

な
い
選
択
を
高
齢
者
自
身

に
せ
ま
ろ
う
と
い
う
も
の

で
す
。

日
本
共
産
党
は
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
よ
る
、

無
慈
悲
な
保
険
料
取
り
立

て
・
給
付
切
り
捨
て
を
許

さ
な
い
運
動
に
力
を
つ
く

し
ま
す
。

無
料
法
律
相
談
会
（
生
活
相
談
は
随
時
）

と
こ
ろ

す
ず
ら
ん
通
り
事
務
所

日

時

10
月
11
日
（
木
）

午
後
６
時
～
８
時

前
日
ま
で
に
５
７
４
２
ー
６
８
１
８
ま
で
お
電
話
を
下
さ
い
。

病
院
に
駆
け
込
む
こ
と
も
不
可
能
に

差
別
医
療
と
保
険
料
を
拡
大
す
る
制
度

負担軽減を！


